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１ ⼟地改良事業の特性と果たしてきた役割



◯ 我が国では、⼆千年以上の永きにわたり、⼈間の⽣存にとって不可⽋な⾷料⽣産の基盤である農地
と⽔に連綿と⼿をかけてきた。これは、太古の時代から時々の政府等が取り組んできた農地と⽔の開発
の歴史。

◯ 農地と⽔利施設が概成した現在、この歴史的な仕事は「保全管理」の段階に⾄っており、これらを
良好な状態で次の世代に引き継ぐ必要。

１１ ⼟地改良事業の特性と果たしてきた役割
（１）⼟地改良の歴史



◯ ⼟地改良法では、農業⽣産における基礎的な資源である農地や農業⽤⽔等の⽣産基盤を整備するこ
とで、農業の⽣産性の向上、農業総⽣産の増⼤、農業⽣産の選択的拡⼤及び農業構造の改善を図ること
としている。

１ ⼟地改良事業の特性と果たしてきた役割
（２）⼟地改良事業の概要 ①⼟地改良法の⽬的

█ ⼟地改良法

農業⽣産基盤の
整備及び開発

農⽤地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業

█ ⼟地改良制度のしくみ

実現

・農業⽣産性の向上
・農業総⽣産の増⼤
・農業⽣産の選択的拡⼤
・農業構造の改善

⽬ 的

３．⼟地改良区の設⽴、運営、管理
４．交換分合
５．⼟地改良事業団体連合会
６．国の補助
７．監督等

１．⼟地改良⻑期計画
２．⼟地改良事業

① 農業⽤⽤排⽔施設、農業⽤道路等
の新設､変更､管理

② 区画整理
③ 農⽤地の造成 等

・事業実施⼿続き、換地⼿続き、施設の
管理、農⽤地に関する権利関係の調整

【事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項として規定】

⼿ 段

・環境との調和に配慮
・国⼟資源の総合的
な開発及び保全

・国⺠経済の発展に
適合

事業実施原則

（⽬的及び原則）
第⼀条 この法律は、農⽤地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、

農業⽣産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の⽣産性の向上、農業総⽣産の増⼤、農業⽣産の選択的拡⼤及び農業構造の
改善に資することを⽬的とする。

２ ⼟地改良事業の施⾏に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国⼟資源の総合的な開発及び保全に資するとと
もに国⺠経済の発展に適合するものでなければならない。

2



・国⺠の価値観の変化（物の豊かさ → ⼼の豊かさへ）・⾼度経済成⻑
（S29〜S48頃）

・⾷料･農業･農村基本法の制定（H11）

・コメ余剰が顕在化
・農村における都市化・混住化

・敗戦からの復興 ・プラザ合意を契機とした農産物の貿易⾃由
化と円⾼による農産物価格の低下

社
会
経
済
情
勢

・農業基本法の制定（S36）
・農地法の改正（S45）
（農地の流動化の促進）

新基本法農政貿易自由化・生活大国米の生産調整の始まり基本法農政戦後
復興

S20～ S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

・国⼟強靱化基本計画
（H26）

・東⽇本⼤震災（H23）

・農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン （H25）
・新政策の公表
（H4）

・公共投資基本計画が閣議了解（H6）
（⽣活関連投資に重点)

R2

・熊本地震（H28）

・農業⽤ため池の管理及び保全
に関する法律の制定（H31）

・まち･ひと･しごと
創⽣総合戦略（H26）

・帰還者や失業者を受け入れるた
め、緊急開拓を中心とした農業
農村整備事業を実施

・他産業との格差是正を基本目標とする農業基本法の
制定（S36）

・農業の生産性向上、農業生産の選択的拡大、農業構
造の改善といった政策の方向性に則し、予算名称を
食糧増産対策事業費から農業基盤整備事業費に変更

・労働生産性向上のためのほ場整備事業の創設（S38）

・第一次土地改良長期計画（S40～49）

・農地改革の進展、土地改良法の制定
（S24）

・開墾から既耕地の土地改良へ、失業
対策から食料増産へと重点を移行

・稲作中心の投資から稲作転換の汎用化や畑地改良へと重点
を移行(畑地総合土地改良事業や排水対策特別事業の創設)

・農村の都市化から農業資源を保全することを目的とした各
種防災事業の創設

・都市的水需要に応える農業用水合理化事業等の創設

・農村の生活環境整備のための農村総合整備事業等の創設

・第二次土地改良長期計画（S48～57）

・担い手への農地集積を図る大区画ほ場
整備事業の創設

・土地改良負担金対策の創設

・第三次土地改良長期計画（S58～S67）

・生産基盤整備、農村整備、防災保全
を３つの柱に据え、予算名称を農業
農村整備事業費に変更

・第四次土地改良長期計画（H5～14）

・事業の実施原則として、環境との
調和への配慮を明確化（H13）

・農家や地域住民らによる農地や水、
環境の保全活動を支援（H19～）

農
業
農
村
整
備
事
業
の
対
応

昭和20年代 ～

昭和30年代後半 ～

昭和40年代中盤 ～

昭和60年代 ～

平成始め ～

・農業の競争強化を図るため、農地
の大区画化・汎用化等に加え、担
い手への農地の集積・集約化や農
業の高付加価値化等を推進

・農地中間管理機構が借り入れてい
る農地について、農業者の申請、
費用負担、同意を要しない基盤整
備の制度を創設（H29）

・施設の耐震化及び突発事故対応に
ついて、農業者の申請を要しない
制度を創設（費用負担、同意も原則

不要）（H29）

・土地改良長期計画（H28～R2）

平成20年代後半 ～

・農村の多面的機能の維持・発揮を
図る取組として、日本型直接支払制
度を創設（H26～）

（参考）農業農村整備事業の歩み
◯ ⼟地改良事業を含む農業農村整備事業は戦後当初より公共事業として実施され、その時々の社会経

済情勢に応じた政策⼿段としての位置付けの下、農業施策と農村施策の両⾯から、農村地域を施策の対
象として展開。

◯ 農業⽣産に必要な農地・⽔資源の整備と農村環境の改善を図ることにより、国⺠に対する⾷料の安
定供給や農村の健全な発展に寄与。
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◯ 良好な営農条件を備えた農地や農業⽔利施設は、我が国の農業⽣産を⽀える重要なインフラ。
◯ このため、農林⽔産省では⼟地改良法に基づき、農地・農業⽔利施設の整備等を実施。

１ ⼟地改良事業の特性と果たしてきた役割
（２）⼟地改良事業の概要 ②主な事業の内容

4

事業内容
（規模により国営、県営、市町村・土地改良区営）

農業基盤の課題

１ かんがい排水
事業

○ 農業水利施設（ダム、堰、用排水路、用排水機場等）の
整備・更新 ○ 基幹的水利施設※の３割が耐

用年数を超過

○ 点検・補修による長寿命化
の推進

２ 農地整備事業

○ 農地の大区画化・汎用化、畑地かんがい施設の整備 ○ 狭小・不整形の農地は作業
効率が悪く、担い手農家も敬遠

○ 農地の大区画化・汎用化、
畑地かんがい施設の整備によ
り生産コストの大幅削減と収
量の増大

３ 農地防災事業

○ 集中豪雨・地震等の自然災害に対応するための農地の湛
水防止、ため池の改修等

○ 豪雨や地震の頻発化、激甚化

○ ため池は全国に16万か所。
そのうちの主要なため池の約
７割が江戸時代以前に築造さ
れており、豪雨や地震に対し
て脆弱なものが多数

※受益面積100ha以上の施設



○ ⼟地改良事業は、農家からの申請と受益農家の３分の２以上の同意をもって実施することが原則。
◯ 農家の⾃発性を最⼤限に尊重する地域の発意に基づいた事業制度は、整備した施設の地域共同によ

る利⽤・管理の側⾯と併せ、⾏政主導である他の公共事業にはない特徴を有するもの。

5１ ⼟地改良事業の特性と果たしてきた役割
（２）⼟地改良事業の概要 ③⼟地改良事業の特性

 ⼟地及び⽔のつながりを有する⼀定の地域を定め、農家の申請を
もって事業を実施。

 受益者の３分の２以上の同意があれば、強制的に事業を実施し、
反対者からも負担⾦を徴収することが可能。

 地域全体の発展に向け、極⼒多くの合意が得られるよう話し合い
を繰り返すことにより、農村社会のコミュニティ機能が活性化。

河川整備基本方針案の作成

意見 審議会

河川整備計画原案の作成

河川整備計画案の作成

意見 学識経験者

意見 地方公共団体

意見公聴会

河川整備基本方針の決定

河川整備計画の決定

個別事業の実施

 事業完了後、整備された施設は、原則として⼟地改良区が管理し、
農家へ⽤⽔を供給(農家へのサービスを提供)。

 点(⽔源管理)、線(⽔路管理)、⾯(ほ場レベルの⽔管理)が⼀体と
なって初めて施設の効果(⾷料の安定供給、経済価値の創出等)が
発揮。

水
系
ご
と

末端水路

頭首工の管理

水路の分水操作

ほ場の水管理

点

線

⾯

⼟地改良区（農村コミュニティ）による施設の管理地域の発意に基づいた事業の実施

農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

農家の発意

事業計画概要の公告・縦覧

3分の2以上の同意徴集

農林水産大臣に申請

事業の実施

協議 市町村長

協議 都道府県知事等専門技術者 意見

事業計画の公告

意見聴取地域住民

事業計画の確定

※国営⼟地改良事業の場合

█ ⼟地改良事業の実施の流れ █ 河川事業の実施の流れ（参考）

█ コミュニティによる地域資源の利⽤・管理



（参考）農村の特徴 ①農業⽣産と⽣活の場

資料︓国⼟交通省「国⼟統計要覧」、「⼟地⽩書」

注 ︓１） 「農業的利⽤」は、農⽤地⾯積（森林は含まな
い）、「都市的利⽤」は、宅地及び道路⾯積とした。

２） ⾼度成⻑期以前については、「国⼟統計要覧」に
おける昭和40年のデータより算出。

３） 現在については、「⼟地⽩書」における平成29年
のデータより算出。

資料︓国⼟交通省「⽇本の⽔資源」、「国⼟庁調べ」

注 ︓１） 「農業的利⽤」は、農業⽤⽔取⽔量、「都
市的利⽤」は、⼯業⽤⽔及び⽣活⽤⽔取⽔量
とした。

２） ⾼度成⻑期以前については、「国⼟庁調
べ」における昭和40年の取⽔量より算出。

３） 現在については、「⽇本の⽔資源の現況」
における平成28年の取⽔量より算出。

等

国土の保全

食料生産

の場

農業
⽣産
活動

⽣活
空間

農業上の⼟地利⽤･⽔利⽤が相当部分を占める地域

農村の位置付け

自然環境の保全

良好な景観の形成 文化の伝承

子どもの教育

一体となった場 二次的自然

79%
57%

21%
43%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

高度成長期以前 現在

【土地利用】

農業的利用 都市的利用

74% 68%

26% 32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

高度成長期以前 現在

【水利用】

農業的利用 都市的利用

◯ 昨今の農村は、⾼度成⻑を通じた他産業の進出や混住化により、農業者中⼼という従来の特徴は薄
れているが、⼟地・⽔利⽤の⾯では、農地や農業⽤⽔といった農業⽣産要素が中⼼。

◯ 農村は、持続的な農業⽣産活動（経済）と豊かな⽣活の場（社会）、それらを包み込む豊かな⼆次
的⾃然環境が、コミュニティに⽀えられつつ調和的に融合した循環と共⽣の空間であり、⾷料⽣産の場
というだけでなく、国⼟や⾃然環境の保全等のためにも重要な存在。
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7

（参考）農村の特徴 ②多⾯的機能の発揮

洪⽔防⽌

⼟砂崩壊防⽌

⼟壌侵⾷(流出)防⽌

河川流況の安定

地下⽔涵養

⽣物⽣態系保全

伝統⽂化の保存

体験学習と教育

⽇本の原⾵景の保全

農業・農村の有する多⾯的機能

地域資源
（農地、⽔路、農道等）
の有効利⽤と適正な管理

農村コミュニティの
適切な維持

持続的な農業⽣産活動
地域社会の振興

⼈間性の回復（都市的緊張の緩和）

資料︓「地球環境・⼈間⽣活にかかわる農業及び多⾯的な機能の評価（⽇本学術会議）」（平成13年11⽉）を基農林⽔産省
農村振興局作成

◯ 農村は、持続的な農業⽣産活動を通じて、⾷料供給や地域経済活性化のみならず、国⼟保全、保健
休養といった広く国⺠が裨益する多⾯的機能を発揮する場でもある。

◯ こうした多⾯的機能を適切かつ⼗分に発揮させるには、地域資源（農地、⽔路、農道等）の有効利
⽤と適正な管理が⾏われるとともに、農村コミュニティが適切に維持されることにより、農業の持続的
な発展を図ることが重要。



○ ほ場整備による区画の拡⼤や排⽔改良に伴い農作業が機械化され、稲作労働時間は⼤幅に短縮。

8

１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ①農地整備の効果（労働⽣産性の向上）

█ ⽔⽥の標準区画以上整備率と稲作労働時間 █ 事業実施前後の稲作労働時間の変化

0
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70

S38 S43 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30

稲
作
労
働
時
間
︵hr/10a

︶

⽔
⽥
の
標
準
区
画
以
上
整
備
率
︵
％
︶

35.4％
(S57)

2.4％
(S44)

51.2％
(H5)

59.3％
(H17)

146時間
(S38)

60時間
(S57)

40時間
(H5)

30時間
(H17)

24時間
(H30)

50万ha
(H17)

63万ha
(H27)

稲作労働時間

65.9％
(H30)

10ha以上経営体の
経営耕地⾯積

5ha以上経営体の
経営耕地⾯積

資料︓農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査」、「農業経営統計調査」、「農林業センサス」

⽔⽥の標準区画
以上整備率

27万ha
(H17)

39万ha
(H27)

経
営
耕
地
⾯
積(万

ha）

資料：平成29、30年度完了地区（回答があった113地区）における担い手聴取調査（農林水産省農地資源課）及
び農林水産省「農業経営統計調査 米生産費統計（平成29、30年度）」に基づき作成

22.2

13.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

事業前 事業後

稲作労働時間(hr/10a)

▲38.3％



46.7%

80.2%

56.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

事業前 事業後 全国平均（H30）

＋33.5
ポイント

◯ 担い⼿農家が耕作の依頼を断った理由の上位は「分散した農地だと借りることは困難」、「未整備
の農地だと借りることは困難」であり、これらに対応するには、農地の集積・集約化を促進する⼤区画
化等の条件整備が有効。

◯ また、平成30年度の農地整備完了地区の平均では、農地整備により、担い⼿への農地集積率が
33.5％向上。

9１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ②農地整備の効果（農地の集積・集約化）

█ 農地整備による担い⼿への農地集積率の向上█ 担い⼿農家が多くの農地を受けられない理由

資料︓農林⽔産省調べ
注︓１） 担い⼿農家を、各都道府県の指導農業⼠及び公益社団法⼈農業法⼈協会会員の中から、無

作為におおむね30⼈（北海道にあっては93⼈）抽出し、計1,529⼈のうち、480⼈から回答
（回答率31％）（平成30（2018）年６⽉公表）

２） 地域でリタイア農家等の農地の出し⼿が増えたとき、それらの農地の多くについて⾃分や
地域の担い⼿が受けられると思うかとの問いに対し、あまり受けられないと思う等の回答を
した者のその理由

農地の集積・集約化
を促進するため、農
地の⼤区画化等の条
件整備を実施

資料︓農林⽔産省「農地中間管理機構の実績等に関する資料」（令和元年６⽉）、
農林⽔産省農村振興局調べ

注︓農地整備整備完了地区の値は、平成29、30年度完了地区（134地区）におけ
る実績

農地整備完了地区（H29、H30）



○ 基盤整備完了地区においては、⽔⽥の汎⽤化に伴い、⾼収益作物の作付⾯積が増加。
○ また、作付品⽬の選択の⾃由度の拡⼤等により、耕地利⽤率が向上。

10

１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ③農地整備の効果（作付品⽬の選択の⾃由度の拡⼤）

1,977 

2,351 

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

事業前 事業後

約２割増加
（ha）

⽔⽥の汎⽤化によるタマネギの
作付け

⽔稲 タマネギ

資料︓農林⽔産省「⼟地改良⻑期計画実績把握調査」
注︓基盤整備完了地区（H28〜H30年度）196地区の合計

⾼収益作物
・野菜⽣産出荷安定法に基づく産地で栽培される指定野菜（ばれいしょ、ねぎ、にんじん等）
・果樹農業振興特別措置法に基づく計画に位置付けられた果樹（ぶどう、もも等） 等

＜⽔⽥の汎⽤化のイメージ＞

暗渠排⽔により⽔⽥の排⽔改良を⾏い
野菜を導⼊可能とする

資料︓農林⽔産省「⼟地改良⻑期計画実績把握調査」、農林⽔産省「平成29年農作物作
付(栽培)延べ⾯積及び耕地利⽤率」

注︓事業実施前後の値は基盤整備完了地区（H28〜H30年度）118地区の実績

91% 93%

115%

60%

80%

100%

120%

全国平均 事業前 事業後

22%
ポイント

※１︓⽥全体の利⽤率 ※２︓裏作が可能な地域（関東以⻄）の利⽤率

※１ ※２ ※２

現⾏⼟地改良⻑期計画
Ｒ２⽬標値 125％

█ 基盤整備完了地区（⽔⽥）の⾼収益作物 の作付⾯積 █ 基盤整備完了地区の耕地利⽤率
※



○ 基盤整備を契機として、地域の話合いを⾏い地域内農地の権利関係を整理し、農業法⼈等へ農地を
集約するなど荒廃農地を解消。

11１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ④農地整備の効果（⼟地利⽤の秩序化、荒廃農地の解消）

基盤整備により荒廃農地を再⽣（埼⽟県秩⽗市）

兎⽥暮坪地区（埼⽟県秩⽗市）では、基盤整備により、荒廃農地を解消しつつ農地を集約。３社が新
規参⼊。地域特性を活かした加⼯品の開発･販売により、海外への進出やレストランの開設など、地域
経済が活性化。

うさぎだくれつぼ

兎⽥集落

暮坪集落

整備前
6.0%

0.2%
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

全国計 ほ場整備完了地区

荒
廃
農
地
率(%

)
荒廃農地 33.2ha

受益⾯積 13,962.1ha

資料︓農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」（平成30
年）、農林⽔産省農村振興局「荒廃農地の発⽣・
解消状況に関する調査」（平成30年）、農林⽔産
省農村振興局調べ

凡 例

水 田

畑

非農用地

整備後

基
盤
整
備

【営農規模】5.7ha
【経営体数】88⼾
【標準区画】10a
【 作 ⽬ 】

⽔稲︓3.1ha
ばれいしょ︓1.9ha
栗等︓0.7ha

【営農規模】17.8ha
【経営体数】法⼈3社、

個⼈経営農家
【標準区画】30a
【 作 ⽬ 】

⽔稲︓3.0ha
ぶどう︓2.0ha
⼤⻨︓1.0ha
エゴマ︓2.5ha
しゃくし菜︓1.0ha等

█ 基盤整備実施地区における荒廃農地の
発⽣状況

ワイン⽤ぶどう園

⼆条⼤⻨の栽培 ※地元農家による
契約栽培

エゴマほ場

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ

注︓ほ場整備完了地区の荒廃農地率は、平成20年に
完了したほ場整備事業実施地区125地区（ほ場
整備事業が完了して約10年を経過した地区）の
事業実施主体への聞き取り調査（令和元年実
施）による。



○ 畑地かんがい施設の整備により、安定した⽤⽔供給ときめ細やかな⽔管理が可能となり、作物の収
量増と品質向上を実現。

○ 農道の整備により、輸送・通作時間の短縮等が図られ、営農経費の削減を実現。
○ これらの取組を通じた畑地・樹園地の⾼機能化を図ることにより、儲かる農業を実現。
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１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑤農地整備による効果（畑地・樹園地の⾼機能化）

樹園地の⾼機能化を契機とした⾼品質みかんの⽣産（静岡県浜松市）

【整備前】
・⾕渓⽔や河川⽔を⼩型トラック等で園
地まで運搬し、農業⽤⽔として利⽤。

・傾斜地が多く、かん⽔や防除は⼿作業
で⾏われていたことから、規模拡⼤やみ
かんの品質向上が困難。

【整備後】
・かんがい施設が整備され、マルチドリップ
⽅式によるきめ細やかな⽔管理により、⾼
糖度みかん⽣産が実現。

スプリンクラーを使⽤した
散⽔・防除作業

マルチドリップ
かんがい

狭⼩な耕作道路

基
盤
整
備

効
果

⼈⼒が⾏うかん⽔防除作業
・農道整備により、スピードスプレーヤー

（SS)の導⼊数が⾶躍的に増加し、農薬
散布に係る労⼒が軽減。

スピードスプレーヤー(SS)8

351

0
100
200
300
400
500

H10 H29

（台）＜スピードスプレーヤー導⼊台数＞

3,170 
2,437 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

事業実施前 事業実施後

（千円/ha）

39 38

43 44 43 44

49

30

40

50

60

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（百万円）

注︓ＪＡ三ヶ⽇より聞き取り（事業完了）

＜代表的⼤規模経営体の平均販売額の推移＞

＜営農経費＞

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ



１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑥基盤整備を契機とした農産物の輸出促進

13

⼟地改良地区での特産品輸出の展開（北海道帯広市）

●⻑いもの作付けに適した暗渠を積極的に導⼊することにより、
輸出先のニーズに合った⾼品質かつ⼤きなサイズの⻑いもを⽣産。

●あわせて、国際基準の⾷品安全・品質管理システムの導⼊等
の取組を推進することにより輸出を拡⼤。

（認証、承認）
【HACCP】平成20年度
【GI】平成28年10⽉
【SQF】平成29年4⽉
【輸出先】台湾（4億8,000万円）、アメリカ（5億7,600万円）等

海外需要に応じた⻑いも⽣産による輸出促進

○ 排⽔路や暗渠排⽔の整備による排⽔改良により、地下⽔位を低下させ、国内外の市場ニーズに応じ
た形状の⻑いもの⽣産を実現。

○ ⽣産された⻑いもは、国際基準の⾷品安全・品質管理システムの導⼊やブランド化等の輸出促進の
取組を推進することにより、台湾等のアジア市場及び⽶国への輸出を拡⼤。

⼗勝川⻄⻑いも

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ

【整備後】
・⻑いもの形状に応じた深層暗渠により、
収量や品質が向上。

・隣接するJAとの連携のもと、作付⾯積
と⽣産量を向上させ、全国最⼤規模の
産地を形成

【整備前】
・地域内に未整備の農地が多く
存在。

・排⽔不良により、作物の根腐
れ等の⽣育不良が発⽣。

⽣育不良な⻑いも

暗渠排⽔施⼯前の排⽔不良農地

普通畑の暗渠 ⻑いも畑⽤暗渠

１
ｍ
弱

１.5
ｍ

程度

＜⻑いもの単収＞

品質が向上した⻑いも

＜⼗勝川⻄⻑いもの 海外輸出の状況＞

基
盤
整
備

輸
出
促
進

注︓売り上げはH27年産のもの



◯ 低平地では、排⽔機場や排⽔路の整備により排⽔条件の改善や⽔⽥の乾⽥化が図られ、機械化営農
や多様な農業経営が実現。

◯ 排⽔施設は地域排⽔機能を発揮し、海抜ゼロメートル地帯の市街地等における有効な⼟地利⽤の確
保や、混住化が進展した地域における湛⽔被害の抑制にも貢献。
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１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑦農業排⽔の整備による効果（排⽔条件の改善）

○排⽔改良による穀倉地帯形成
① ⼤区画ほ場整備により機械化営農が展開
② ⻨、⼤⾖など新たな⽔⽥営農の展開
③ 湛⽔被害の解消と⽣活条件の改善

農地のみならず
市街地も守る排⽔機場

⼤区画ほ場における営農

越後平野（新潟県）における排⽔対策の事例

洪⽔時に神社へ避難胸まで沈む湛⽔⽥での⽥植え

○地区内排⽔による農業経営の近代化
① 地区内の機械排⽔の導⼊
② ⽔⽥の乾⽥化

機械排⽔の導⼊

新川河口
排水機場

田潟
排水機場 七穂排水機場

海水面 1.00m

最低地と最大 3.0m

○ 農業⽤排⽔機場が⽀える新潟市の⼟地利⽤

市街地の排⽔条件改善にも貢献

A B

○排⽔不良な低平地の営農
① 極めて厳しい労働条件
② 低い⽣産性
③ 頻発する湛⽔被害

昭和50年頃の⽔⽥



○ ⽔⽥や農業⽔利施設の有する多⾯的機能として⽥んぼダムや農業⽤ダムの⽔位調整等の取組を推進
することにより地域の防災・減災⼒の強化に貢献。

15１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果⑧⽔⽥及び農業⽔利施設の多⾯的機能（防災・減災効果）

⽥んぼダムを活⽤した多様な取組（⼭形県鶴岡市）

○ 豪⾬による⽔害等の対策として「⽥んぼダム」に着⽬し、
モデル的に取組を実施。

○ 取組により、⽔害対策への地域住⺠の理解が深まり、農家
組織と各集落の⾃主防災組織との連携による新たな防災管理
体制の構築のきっかけとなっている。

⽔⼾板設置状況 湛⽔状況

農業⽤ダムの洪⽔調節機能の強化

農業⽤⽔の確保等を⽬的に設置された農業⽤ダムの運⽤を⾒直すこ
とで、洪⽔調整可能容量を確保。

気候変動適応策としての活⽤

事前放流による洪⽔調節機能の強化

⽔害発⽣が予想される際に、農業⽤ダムへの流⼊予測に基づき、
あらかじめ必要な⽔位まで低下させることで、降⾬をダムに貯留し
下流域での洪⽔を防⽌・軽減することが可能。

常時満水位

通常管理
事前放流

（1～3日前）
上流域の
洪水発生

事前放流の開始

ダ
ム
貯
水
量

時間経過

事前放流による
洪水調節可能容量
（最大：日放流量×３日）



○ 農業⽤⽔は、かんがい⽤⽔としての利⽤のほか、環境⽤⽔、防⽕⽤⽔、消流雪⽤⽔など地域⽤⽔と
しての機能も発揮。
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１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑨農業⽤⽔の多⾯的機能（地域⽤⽔としての利⽤）

農業⽤⽔を活⽤した多様な取組（三重県多気町）

○ 冬期にも維持⽤⽔としての通⽔があり、年間を通して流⽔がある
ことから、⽕災時の消⽕⽤⽔や⼩⽔⼒発電としても活⽤。

○ ⽤⽔路をかんがい⽤⽔としてだけではなく、⽣活⽤⽔や親⽔空間
として活⽤。

防⽕⽤⽔として活⽤ ⼩⽔⼒発電としての活⽤

⽔⽥⿂道での⽣き物調査

環境⽤⽔通⽔後
（⽔質の改善・浄化）

環境⽤⽔通⽔前
（アオコの発⽣）

環境⽤⽔の確保により⽔質を改善（新潟県新潟市）

○ 新潟市では、⾮かんがい期時の通⽔量減少による⽔質悪化に対応す
るため、⽔質保全や⽣態系保全を⽬的とする環境⽤⽔の⽔利権を取得。

環境⽤⽔として活⽤
（親⽔空間の創出） 農業⽤⽔路を活⽤し消流雪⽤⽔を確保（⼭形県新庄市）

○ 新庄市では、⾮かんがい期に農業⽤⽔を取⽔していない揚⽔機場を
利⽤して、豪雪期の１⽉から２⽉末まで⽤⽔路に通⽔する⽔利権を取
得し、消流雪⽤⽔として活⽤。

⽤⽔路への排雪作業 消流雪⽤⽔の⽤⽔路への注⽔

⽤⽔路を題材とした学習



○ 基盤整備を契機として、⽣態系ネットワークの保全や良好な景観の保全・創出といった農村環境の
創造に資する取組が⾮農家を巻き込んで進展。

○ 新たな取組により、農村コミュニティの維持・向上のみならず、都市農村交流、農産物のブランド
化等地域の活性化に貢献。

17１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑩基盤整備を契機とした農村環境の創造

⽔⽥⿂道の設置を通じた取組（愛知県安城市）

⽔⽥⿂道での⽣き物調査⽔⽥⿂道の設置状況

⿂道設置⽔⽥での農業体験「どじょうの育み⽶」

○ ⽔⽥⿂道を設置した⽔⽥において、⽣物観察や農業体験など、
⼦どもが地域や農業への理解を深める活動を実施。

○ ⽔⽥⿂道を設置した⽔⽥で栽培した減農薬⽶を「どじょうの
育み⽶」として販売。

調整池の造成を契機とした地域づくり（栃⽊県市⾙町）

○ 調整池造成を契機に周辺景観との調
和を⽬指した、芝ざくら公園を造成。

○ 地元協議会が主体となり地域住⺠ボ
ランティアが参加した植栽や維持管理
の除草を実施するなど、地域コミュニ
ティの再構築を促進。

芝ざくら公園

地域住⺠による除草作業学⽣ボランティアによる植栽

芝ざくらまつりの様⼦



○ 儲かる農業の確⽴により、⼩学校の児童数も増加
・地区内の作付率が1.7倍、農業所得3.4倍に増加。

・関係⼩学校の児童数が40⼈（H24）→69⼈（R1）に増加。

○ 基盤整備の実施により⾼収益作物の⽣産拡⼤が図られ、農業所得も増加。
○ 新規就農者を含む後継者が育成され、地域活動の活発化等により、児童数も増加。

18

１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑪地域経済等への波及効果（⼈⼝増、児童数増）

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ

基盤整備を契機とした⾼収益作物の⽣産拡⼤と地域児童数の増加（⻑崎県雲仙市⼋⽃⽊地区）

＜農業所得（千円/⼈)＞

0

4,000

8,000

12,000

16,000

事業前 事業後

4,594

15,830

3.4倍
収穫機械の導⼊（⽩ネギ）

にんじんの作付拡⼤

0

20

40

60

80

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

2,960⼈

2,145⼈

0%

40%

80%

120%

160%

200%

事業前 事業後

＜作付率(%)＞

1.7倍

95%

162%

整備後の状況

【整備前】

・ 雲仙ブランド認定商品である「⼋⽃⽊⽩
葱」の産地であるものの、農地は狭⼩・不
整形でかん⽔施設もなく、⾮効率的な営農。

【整備後】

はっとぎ

・基盤整備（区画整理、畑地かんがい施設
の整備）の実施により⾼収益作物（⽩ネギ、
にんじん等）の⾯積拡⼤が図られ、更には
機械化による営農の省⼒化を実現。

整備前のほ場 ⼿作業による収穫

（単位︓⼈）
＜⼋⽃⽊⼩学校児童数推移＞ 69⼈

40⼈



◯ ⼟地改良事業の実施に当たっては、話し合い等による地域の合意形成が必要であり、そのプロセス
を通じて農村コミュニティ機能が維持・向上。

◯ さらに、⾮農家等を巻き込んだ新たな取組にも繋がり、⼟地改良事業を契機に個性的な地域活動が
発展（地域活性化）。

19１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑫農村コミュニティ機能の維持向上

〇 土地改良事業において、農村環境の創造に着手する際に農業者以外の多
様な人材が参画した地域及び、非農家を巻き込んだ新たな取組を行った地
域数は年々増加している。

○ 長野県安曇野市（安曇野地区）では、歴史的資産である拾ヶ堰の改修に当
たり、地域住民等のワークショップ等を開催し、従前の景観を十分に踏襲し
た景観配慮対策を実施。

○ 栃木県宇都宮市（西鬼怒川地区）では、ほ場整備の実施に際し、生態系の
保全に配慮した水路整備等を実施。整備された水路において、地域住民に
よる草刈りや環境教育等の地域活性化に向けた取組を実施。

住⺠参加による景観配慮対策（⻑野県安曇野市）

拾ヶ堰（整備後） 地域住⺠等のワークショップ

地域活性化に向けた取組（栃⽊県宇都宮市）

⽣態系の保全に配慮した⽔路の草刈り ⼩学⽣を対象とした⿂類観察会

139 144

212
273252 254

280
306

0

50

100

150

200

250

300

350

H28 H29 H30 R1

農業者以外の多様な人材が参画した地域数

地域の活性化に向けた取組を行った地域数（環境教育、農産物のブランド化、施設を活用したイベント・行事など）

█ 多様な⼈材の参画と⾮農家を巻き込んだ新たな取組を⾏った地域

資料︓農林⽔産省「⼟地改良⻑期計画実績把握調査」



◯ 多⾯的機能⽀払をきっかけとして、⼦供が参加する地域活動や地域での⾏事、イベントが活発に
なっている。

◯ 多⾯的機能⽀払に取り組んでいる集落の平均寄り合い回数は、取り組んでいない集落の1.6倍程度。
◯ 多⾯的機能⽀払制度は、地域資源の適切な保全のみならず、農村コミュニティ機能の維持・向上に

貢献。
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１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑬農村コミュニティ機能の維持向上

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ（平成28年度調査）

49%

43%

19%

11%

6%

3%

9%

12%

11%

14%

11%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

子供が参加する地域活動

地域の行事やイベント

教育機関（小中学、大学等）との連携

女性を中心とした地域活動

都市と農村の交流

企業やNPO法人との連携

活発になった取組 今後活発になる見込みの取組

調査対象：1,409市町村

70%

29%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

地域コミュニティが活性化した

（コミュニケーション機会の増加等）

地域コミュニティには変化はなかった。

地域コミュニティが悪化した

その他

回答組織の割合

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ（平成30年度調査）調査対象：146組織

█ 多⾯的機能⽀払交付⾦による地域コミュニティの活性化

█ 多⾯的機能⽀払交付⾦の取組の有無による平均寄り合い開催回数の違い█ 多⾯的機能⽀払交付⾦をきっかけとして活発になった取組

8.8

13.7

0.0
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多面取組なし 多面取組あり
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い
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催
回

数
（回

）

資料︓農林⽔産省「2015年農林業センサス」を基に農林⽔産省農村振興局作成

1.6倍



２ 農業・農村をめぐる情勢の変化



２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（１）少⼦⾼齢化・⼈⼝減少による農業者の減少と農村集落機能の低下

◯ ⽇本の総⼈⼝は、今後100年間で100年前の⽔準（6,000万⼈程度）に戻っていく可能性。この変化
は千年単位でみても類を⾒ない、極めて急激な減少。

資料︓国⼟庁「⽇本列島における⼈⼝分布の⻑期時系列分析」（1974年）
注︓1920年からは、総務省「国勢調査」、「⼈⼝推計年報」、「平成17年及び22年国勢調査結果による補間補正⼈⼝」、

国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年推計）」により追加。

（年）

鎌
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（1185年）

750万人程度
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府
成
立（1603年）

1,227万人（1338年）
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江
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享
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（1868年）
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明
治
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新
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7,199万人

終
戦

2030年
11,913万人

高齢化率 31.2%

2050年
10,192万人

高齢化率 37.7%

2100年（高位推計）
7,285万人

2100年（中位推計）
5,972万人

高齢化率 38.3%

2100年（低位推計）
4,906万人

2008年にピーク
12,808万人

高齢化率22.1%

12,806万人（2010年）（万人）

12,709万人（2015年）
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22２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（１）少⼦⾼齢化・⼈⼝減少による農業者の減少と農村集落機能の低下

█ 農村・都市部の⼈⼝と⾼齢化率 █ 農業地域類型別の⼈⼝推移と将来予測

◯ 農村では、昭和45年以降、⼀貫して⼈⼝が減少基調にあり、都市部に⽐べると20年程度早く⾼齢化
が進⾏。

○ ⼈⼝減少は、農村の平地〜⼭地になるほど顕著となり、特に中⼭間地域においては、令和27年
（2045年）には平成27年（2015年）から半減すると⾒込まれる。

20年程度先行

資料︓総務省「国勢調査」、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「都道府県の将来⼈⼝推計(平成25年
3⽉推計)」を基に農林⽔産省で推計。

注︓ここでは、国勢調査における⼈⼝集中地区（DID）を都市、それ以外を農村とした。
なお、⾼齢化率とは、⼈⼝に占める65歳以上の⾼齢者の割合。

注1) 国勢調査の組替集計による．なお，令和２年以降(点線部分)はコーホート分析による推計値．
2) 農業地域類型は平成12年時点の市町村を基準とし，平成19年4⽉改定のコードを⽤いて集計．

出典︓農林⽔産政策研究所「農村地域⼈⼝と農業集落の将来予測」（令和元年８⽉）



◯ 我が国の農業を⽀える基幹的農業従事者は年々⾼齢化し、今後⼀層の減少が⾒込まれることから、
担い⼿の確保が困難となり、農業の持続可能性が懸念される地域が発⽣する可能性がある。

○ なお、新規就農者は5.6万⼈（H30）で、概ね６万⼈程度で推移。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（１）少⼦⾼齢化・⼈⼝減少による農業者の減少と農村集落機能の低下

█ 基幹的農業従事者の年齢構成の推移

23

█ 新規就農者の推移
全体の新規就農者数

49歳以下の新規就農者数

資料︓農林⽔産省「新規就農者調査」
注︓平成26（2014）年度調査から、新規参⼊者については、

従来の「経営の責任者」に加え、新たに「共同経営者」を含めた。
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２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（１）少⼦⾼齢化・⼈⼝減少による農業者の減少と農村集落機能の低下

52%

15%

22%

2%9%山間地域

中間地域

平地農業地域

都市的地域

無回答

○ 総⼾数５⼾以下の⼩規模な集落は5年間で⼭間地域で25%、中間地域で28%上昇。
○ 平成22年から27年にかけて集落内の無⼈化等により消滅した集落※は139集落。
○ 集落⼈⼝の減少により、集落機能が低下し、地域コミュニティの維持や地域資源の管理に⽀障が⽣

じるおそれ。
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█ 農業集落数の推移
25 ％上昇

28 ％上昇

資料︓農林⽔産省「2010年世界農林業センサス」「2015年農林業センサス」

█ 消滅（した）集落※の地域区分と農地の管理状況

資料︓国⼟交通省、総務省「平成27年度過疎地域等条件不利地域における集落の現状把握調査報告書」
※︓総務省調査における消滅(した)集落の定義は「当該集落内が実態として無⼈化し、通年での居住者が存在せず、市町村

⾏政においても、通常の⾏政サービスの提供を⾏う区域として取り扱わなくなった集落。」であり、津波被災地除
く。

139
集
落

元住人が管

理, 47%

他集落が管

理, 5%
行政が管理, 

5%

放置, 43%

半数近くの農地が放
置されている状態

総農家数５戸以下

の集落数

総農家数６～９

戸の集落数

（集落数)
都市的地域 平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域

資料︓農林⽔産政策研究所
※︓1990年、2000年、2010年全てで調査対象となった125,120集落の抽出集計による。

⼩規模集落ほど集落
活動が停滞傾向

█ 農業⽣産に関する寄り合いを開催

█ 農業⽤⽔排⽔路を集落で保全・管理 （％）

（％）

(H22)     (H27) (H22)     (H27) (H22)     (H27) (H22)     (H27)



◯ ⼈⼝減少・⾼齢化が⼀層進⾏し、今後、離農者の増加・農業従事者の更なる減少が⾒込まれるなか、
耕地⾯積も、ピーク時の昭和36年（1961年）から58年間で169万ha（27.8％）減少。

◯ 荒廃農地の⾯積は、平成30年には28万haであり、そのうち中⼭間地域には17万6千ha（63％）存在。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（２）農業の⽣産基盤の脆弱化 ①農地の減少、荒廃化

█ 耕地⾯積の推移

資料︓農林⽔産省「耕地及び作付⾯統計」
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█ 荒廃農地⾯積の推移
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資料︓農林⽔産省農村振興局「荒廃農地の発⽣・解消状況に関する調査」、農林
⽔産省農村振興局調べ

注︓１）「荒廃農地」とは、現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の
農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地。

２）合計⾯積は、実績値。農業地域類型別⾯積は、平成29年改定の農業地域類型の市町
村において代表される類型を各年に当てはめて集計した推計値。

３）四捨五⼊の関係で、計が⼀致しない場合がある。
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◯ 全国の農業⽔利施設は、ダムや取⽔堰等の点的な基幹的施設が7.6千箇所、基幹的⽔路が５万㎞整備
されており、農業⽔利ストック全体の資産価値は33兆円に達している。

○ 今後10年間で標準耐⽤年数を経過する基幹的⽔利施設は全体の約４割の⾒込み。
○ ため池については、その多くが江⼾時代以前に築造されたものであり、耐震性や近年頻発する豪⾬

への脆弱性が懸念されている。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（２）農業の⽣産基盤の脆弱化 ②農業⽔利施設の⽼朽化

█ 農業⽔利ストックと資産価値 █ ⽼朽化が進む基幹的農業⽔利施設（H30.3.31時点）

注︓基幹的農業⽔利施設（受益⾯積100ha以上の農業⽔利施設）
の資産価値（再建設費ベース）

█ 築造年代が古く、豪⾬や地震に脆弱なため池

農業用用排水路
約40万ｋｍ以上
（地球約10周分）

うち基幹的水路 約５万ｋｍ

ダム、取水堰、用排水機場等 約7.6千箇所

注︓１） 農業⽔利施設の再建設費ベースによる評価算定
２） 基幹的⽔利施設は、受益⾯積100ha以上の農業⽔利施設

兆円

7兆円
14兆円
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25兆円

32兆円 33兆円

0
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S62.3 H14.3 H21.3 H27.3

その他施設

基幹施設

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ

注︓約9.6万か所は、H25~H27に実
施した全国のため池⼀⻫点検によ
り作成したため池データベースの
データ数
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資料︓農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査」（平成30年3⽉時点）

資料︓農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査」 （平成30年3⽉時点）
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◯ 農家及び基幹的農業従事者が減少し、⾼齢化が進⾏する⼀⽅、担い⼿の利⽤⾯積は農地⾯積全体の
６割となっており、⼤規模経営体と⼩規模農家の⼆極分化や⼟地持ち⾮農家の増加が進⾏。

○ 農村の⼈⼝減少・⾼齢化とともに遠隔地居住や所在不明の農地の増加に伴い、農地や農業⽔利施設
の保全管理も課題。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（２）農業の⽣産基盤の脆弱化 ③施設管理体制の脆弱化

█ 農地⾯積に占める担い⼿の利⽤⾯積の推移 █ 農家及び⼟地持ち⾮農家の推移

資料︓農林⽔産省「農業経営構造の変化」
注︓「担い⼿の利⽤⾯積」とは、認定農業者（特定農業法⼈含む）、市町村基本構想の⽔準到達者、
特定農業団体（平成15（2003）年度から）、集落営農を⼀括管理・運営している集落営農（平成17
（1995）年度から）が、所有権、利⽤権、作業委託（基幹３作業 耕起・代かき、⽥植え、収穫）
により経営する⾯積。

資料︓農林⽔産省「世界農林業センサス」
注︓「農家」とは、経営耕地⾯積が10ａ以上の農業を営む世帯または農産物販売⾦額が年間15万円

以上ある世帯。「⼟地持ち⾮農家」とは、農家以外で耕地及び耕作放棄地を５ａ以上所有してい
る世帯。
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［昭和50年］ 6：100 → ［平成27年］ 66：100
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○ 組合員の⾼齢化や減少に伴い、⼟地改良区の体制が脆弱化し、今後、農業⽔利施設を適切に維持管
理していくことが困難になるおそれ。

○ 農地周りの⽔路や畦畔等の維持管理について、⾼齢化の進⾏、⼟地持ち⾮農家の増加、経営規模の
拡⼤等により、管理が⾏き届かなくなる状況が懸念され、地域での保全管理が課題に。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（２）農業の⽣産基盤の脆弱化 ④施設管理体制の脆弱化

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ
注︓ほ場整備を進める⼟地改良区（n=301）に対する調査結果

（調査期間 平成23年10⽉〜11⽉）
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

農業者が⾼齢で管理が⾏き届かない

⼤規模農業者の管理が⾏き届かない

不在地主の管理が⾏き届かない

⼤規模農業者の負担となっている
⼀部の法⾯が⻑⼤化し、法⾯の管理の
負担について不公平感がある

農家組合や⽔利組合の共同作業⽇
の参加者が減少している

その他

特になし

無回答

█ 農道・⽔路や畦畔の法⾯の管理に係る課題

█ ⼟地改良区の運営に関する課題

66%

57%

52%

21%

10%

0% 20% 40% 60% 80%

組合員による夫役が困難となり、
施設管理に⽀障

組合員が減少し、総代や役員の
選出が困難

賦課⾦徴収や滞納処分等の運営
事務に不安がある

現行の運営方法では、担い手の意見
が反映されない

その他

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ
注︓平成29年1⽉に4,591の⼟地改良区を対象に⾏った調査で当該項⽬に回答のあった地区の集計結果（回答数1,141）
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資料︓農林⽔産省農村振興局調べ

█ ⼟地改良区職員数及び⼟地改良区数の推移

8,186 7,379 7,057 6,763 6,861 
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○ 平成30年７⽉豪⾬、平成30年北海道胆振東部地震、令和元年東⽇本台⾵をはじめとした⼤規模な⾃
然災害により、農地・農業⽤施設においても多⼤な被害を受ける事態が発⽣。

○ 農業⽔利施設については、湛⽔被害等のリスクに対応する農地や周辺地域の排⽔対策、耐震対策の
必要性が⾼まっている。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（３）⼤規模⾃然災害の頻発化・激甚化

█ １時間降⽔量80mm以上の降⾬の年間発⽣回数█ 農地・農業⽤施設の被害額

█ 南海トラフ地震の被害想定エリア内の基幹的⽔利施設数

31.3%

28.1%

32.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

再建設費

（兆円）

線施設

（km）

点施設

（施設）

南海トラフ地震の被害想定範囲内の基幹的水利施設

それ以外のエリアの基幹的水利施設

全国 7,582箇所

全国 51,154km

全国 19.3兆円

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ（H30年3⽉時点）

資料︓気象庁
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被害額(億円)

熊本地震 700億円

九州北部豪雨 400億円

平成30年７月豪雨 1,410億円
北海道胆振東部地震 580億円

東日本台風 2,100億円
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資料︓農林⽔産省



○ 短時間強⾬（１時間降⽔量50mm以上）の発⽣回数が増加。
○ ⼤⾬（⽇降⽔量100mm以上）の⽇数が増加。

30２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（３）⼤規模⾃然災害の頻発化・激甚化

※青線は５年移動平均を示す。

資料：気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018
（環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、気象庁）

※アメダスの地点数は年々増加（1976年時点で約800地点、2018年時点で約1,300地
点）しているため、1,300地点あたりに換算した値

※観測データの均質性が長期間継続している51観測地点における1地点あたりの年間日数

█ ⽇降⽔量100mm以上の年間⽇数の経年変化█ １時間降⽔量50mm以上の年間発⽣回数の経年変化



○ 短時間強⾬（１時間降⽔量50mm以上）の発⽣回数が、全ての地域及び季節で増加。
○ ⼤⾬による降⽔量が全国的に約10％（Case1︓0.3〜1.7℃上昇時）〜約26％（Case4︓2.6〜4.8℃

上昇時）増加。
○ 河川の10年確率⽇流量※は全国的に増加。※10年に１回の確率で発⽣する豪⾬時の⽇当たりの最⼤河川流量

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（３）⼤規模⾃然災害の頻発化・激甚化 (⽇本における将来予測(21世紀末))

█ 気温上昇シナリオごとの⼤⾬による降⽔量の将来増加予測（％）█ 地域別の１時間降⽔量50mm以上の
年間発⽣回数の変化予測

█ 河川の10年確率⽇流量の変化予測
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日
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西
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本
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沖
縄
・奄
美

将来現在

（回）

※棒グラフは現在気候（1980～1999年）と将来気候（2076～2095
年）の１地点当たりの年間発生回数を示し、縦線は年々変動の
標準偏差を示す。

※RCP8.5シナリオによる予測に基づく。

資料：気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018
（環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、気象庁）

※変化率＝将来の流量／現在の流量
（現在：1981～2000年、将来：2081～
2100年）

※梅雨期、台風期等に発生する豪雨に伴
う洪水に絞り6～10月の日流量から算出。

※RCP4.5シナリオによる予測に基づく。
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Case1

Case2

Case3

Case4

※Case1は0.3〜1.7℃、Case2は1.1〜2.6℃、Case3は1.4〜3.1℃ 、Case4は2.6〜4.8℃上昇を想定したもの。
※現在の上位5%の⽇降⽔量の平均に対し気温上昇のシナリオごとの上位5%の⽇降⽔量を⽐較した割合を⽰す。



○ ⼈⼝減少社会に⼊り、産業競争⼒の低下や地域社会の活⼒低下が懸念される我が国において、デジ
タル技術の活⽤による産業や社会の変⾰（デジタルトランスフォーメーション）は極めて重要な課題。

○ ロボット・AI・IoTなど社会の在り⽅に影響を及ぼすデジタル技術が急速に発展する中、政府におい
て「Society 5.0」を提唱し、ドローンやデータを活⽤した農業の⽣産性を⾼める技術（スマート農
業）が実⽤段階に⼊りつつある。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（４）⾰新的な新技術の実⽤化 ①スマート農業の実装

█ ニーズを踏まえた技術開発の例█ スマート農業技術の研究開発・実⽤化の状況

資料︓未来投資会議 構造改⾰徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合（農林⽔産業）（第16回）（令和２年３⽉31⽇）
資料3-2「スマート農業の社会実装に向けた具体的な取組」

中⼭間地等多様な地域に適⽤できる⼩型の⾃動作業
機械等を開発中。(2018-2022)

リンゴ、ナシ等において、機械化に適した樹形の栽培⽅法を確⽴
するとともに、⽇中、夜間を問わず果実に傷を付けずに収穫可能
な⾃動収穫ロボットを開発中。 (2017-2020)

⼩型・機能特化型の⾃動⾛⾏農機

複数樹種共通で利⽤可能な果樹収穫ロボット
ＡＩを活⽤した病害⾍診断技術

トマト、キュウリ等を対象に、ほ場で病害⾍発⽣が疑われる徴候が
出たら、病斑等のビッグデータを基にAIがスマホ等で撮影した画像を
診断し、病害⾍の判定と対策を提⽰してくるアプリを開発中。2019
年までにアプリのβ版を作成。 (2017-2021)

傾斜地で利⽤可能な低価格無⼈草刈ロボット

⼩型トラクタ（30⾺⼒クラス） 果樹園⽤⾃動農薬噴霧器

従来の乗⽤型草刈機（1台100万円程度）の機能を絞
り込み、低価格の⼩型無⼈草刈機の試作機を開発し、実
⽤化に向けて現地実証を実施中。(2017-2019)
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農業のDXの推進

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（４）⾰新的な新技術の実⽤化 ②農業のデジタル・トランスフォーメーションの推進

資料︓第76回⾼度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 第７回官⺠データ活⽤推進戦略会議合同会議（令和元年６⽉７⽇）
資料７「農業現場と農業政策のデジタル・トランスフォーメーション」
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○ 海外においては、⼈⼝増加・所得向上により、農林⽔産物・⾷品市場は2015年の890兆円から2030
年には1.5倍の1,360兆円に拡⼤すると⾒込まれる。あわせて、TPP11、⽇EU・EPA及び⽇⽶貿易協定
により、世界のGDPの約６割を占める巨⼤な市場が構築されることになる。

◯ 国内市場が縮⼩する中で、我が国農業は農林漁業者の所得向上を図るため、農林⽔産物・⾷品の輸
出の⼤幅な拡⼤を図り、世界の⾷市場を獲得していくことが不可⽋。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（５）海外の農林⽔産物・⾷品市場の拡⼤

█ 世界の飲⾷料市場規模※の将来⾒通し（すう勢）

※34か国・地域（GDP上位20か国、EU加盟国等）を対象
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資料︓農林⽔産政策研究所「世界の飲⾷料市場規模の推計」（平成31年３⽉）



○ TPP11、⽇EU・EPA、⽇⽶貿易協定が発効し、農林⽔産品の輸出重点品⽬のほぼ全てで輸出先国の
関税が撤廃される中、⾼品質な我が国農林⽔産物の⼀層の輸出拡⼤、輸出阻害要因の解消、６次産業
化・地産地消による地域の収益⼒強化等により、強い農林⽔産業を構築することが求められている。

◯ こうした中、「TPP政策⼤綱」に基づき、次世代を担う経営感覚に優れた担い⼿の育成や⽔⽥、畑作、
野菜、果樹等の産地や担い⼿が地域の強みを活かしたイノベーションを起こすことを⽀援し、農業の国
際競争⼒の強化を図ることが喫緊の課題となっている。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（６）TPP、⽇欧EPA、⽇⽶貿易協定の発効等グローバル化の進展

資料︓⾷料・農業・農村政策審議会企画部会（令和元年9⽉19⽇） 参考資料2-7 「国際関係資料」

█ ＥＰＡ（経済連携協定）の現状（全体像）

35



○ 農業・農村との関わりが少なかった都市部の⼈材が農業・農村の価値や魅⼒を再認識し、都市と農
村を往来したり、農村に定住したりするなど、「⽥園回帰」による⼈の流れが全国的な広がりを持ちな
がら継続。

○ 農業と他の仕事を組み合わせた働き⽅である「半農半Ｘ」、デュアルライフ（⼆地域居住）やサテ
ライトオフィスなどの多様なライフスタイルの普及や、関係⼈⼝の創出・拡⼤、インバウンド需要の取
込みが、地域活性化に貢献。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（７）農村の持つ価値や魅⼒の再評価

█ 都市住⺠の地⽅への移住の意向 █ デュアルライフに対する関⼼（地域規模別）

資料︓国⼟交通省「国⼟形成計画の推進に関する世論調査」（平成27年度）
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資料︓平成29年度 第３回過疎問題懇談会（平成29年12⽉）
資料2-1「国⼟計画における過疎地域・集落問題等の位置付け」
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○ 2015年の国連サミットで、2030年までの開発⽬標である「持続可能な開発⽬標（SDGs）」が採択。
○ ⾷料、農業、農村分野においては、環境に配慮した⽣産活動を推進するとともに、持続可能な消費、

持続可能な地域づくりを進めていく必要があり、農林⽔産省では、優先課題８分野の達成に向けて様々
な施策を推進。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（８）持続可能な開発⽬標（SDGs）に対する関⼼の⾼まり

█ 優先課題８分野における農林⽔産省の取組
課題１︓あらゆる⼈々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現
・健全な⾷⽣活を実現し、あらゆる⼈々が活躍する社会の礎を⽀えるた

め、「⽇本型⾷⽣活」の普及等の⾷育を推進 等

課題２︓健康・⻑寿の達成
・途上国の栄養不良問題の解決に向け、国内⾷品事業者等の栄養改善ビ

ジネスの国際展開等を⽀援 等

課題３︓成⻑市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
・ロボット、AI、IoT等の先端技術を活⽤したスマート農業の全国展開

を加速化するため、スマート農業実証プロジェクトを開始

課題４︓持続可能で強靱な国⼟と質の⾼いインフラの整備
・農地や農業⽤⽔は、農業⽣産における基礎的な資源。これらの確保と

有効利⽤に向けて、担い⼿への農地の集積・集約化や農地の⼤区画化
等を推進

課題５︓省・再⽣エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会

課題６︓⽣物多様性、森林、海洋等の環境の保全
・持続可能な農業の推進のため、有機農業等、環境保全型農業を促進
・遺伝資源保全の促進に向け、海外植物遺伝資源の収穫・保存等の国際協

⼒を実施 等

課題７︓平和と安全・安⼼社会の実現

課題８︓SDGs実施推進の体制と⼿段
・途上国への官⺠ミッションの派遣、⼆国間政策対話等の枠組みを活⽤し、

途上国のフードバリューチェーンの構築を⽀援 等

・農業の成⻑産業化に向け、⽔⽥フル活⽤や、
⽔⽥の汎⽤化・畑地化の基盤整備等を推進
し、⾼収益作物への転換等を推進

・農⼭漁村を含む地域の活性化を図るため、
農泊をビジネスとして実施できる地域の体
制整備、農福連携の取組を推進 等

・⾃然災害の頻発化、激甚化に備え、農業⽔利
施設等の⻑寿命化や耐震化等のハード対策、
ハザードマップの作成等を適切に組合せた農
村地域の防災・減災対策を推進 等

・営農型太陽光発電や地域資源を活⽤した
バイオマス発電等、農林漁業と調和のとれ
た再⽣可能エネルギーの導⼊等を推進

・農林⽔産分野における気候変動影響評価、
温室効果ガス削減等の気候変動緩和技術開
発等を実施
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３．農業・農村に関わる政府の⽅針



⾷料・農業・農村をめぐる情勢

43

 消費者や実需者のニーズに即した施策
 ⾷料安全保障の確⽴と農業・農村の重要性についての

国⺠的合意の形成
 農業の持続性確保に向けた⼈材の育成・確保と⽣産

基盤の強化に向けた施策の展開
 スマート農業の加速化と農業のデジタルトランスフォー

メーションの推進
 地域政策の総合化と多⾯的機能の維持・発揮
 災害や家畜疾病等、気候変動といった農業の持続性を

脅かすリスクへの対応強化
 農業・農村の所得の増⼤に向けた施策の推進
 SDGsを契機とした持続可能な取組を後押しする施策

⾷料⾃給率の⽬標
⽬標・展望等

【カロリーベース】 37％ (2018) → 45％ (2030)

⾷料・農業・農村基本計画（令和２年３⽉）

「産業政策」と「地域政策」を⾞の両輪として
推進し、将来にわたって国⺠⽣活に不可⽋な
⾷料を安定的に供給し、⾷料⾃給率の向上と
⾷料安全保障を確⽴

⾷料⾃給⼒指標（⾷料の潜在⽣産能⼒）
農地⾯積に加え、労働⼒も考慮した指標を提⽰。また、新たに2030年の⾒通しも提⽰

基本的な⽅針

(⾷料安全保障の状況を評価)

【飼料⾃給率】 25％ (2018) → 34％ (2030)
【⾷料国産率】 飼料⾃給率を反映せず、国内⽣産の状況を評価するため新たに設定
<カロリーベース> 46％(2018) → 53％(2030) ＜⽣産額ベース＞69％(2018)→79％ (2030)

○ 地域資源を活⽤した所得と雇⽤機会の確保
（複合経営、地域資源の⾼付加価値化、地域経済循環 等）

○ 中⼭間地域等をはじめとする農村に⼈が住み続けるた
めの条件整備
（ビジョンづくり、多⾯的機能の発揮、⿃獣被害対策 等）

○ 農村を⽀える新たな動きや活⼒の創出
（地域運営組織、関係⼈⼝、半農半Ｘ等のライフスタイル 等）

○ 上記施策を継続的に進めるための関係府省で連携した
仕組みづくり

○ 担い⼿の育成・確保
（法⼈化の加速化、経営基盤の強化、経営継承、新規就農と定着促進 等）

○ 多様な⼈材や主体の活躍
（中⼩・家族経営、農業⽀援サービス 等）

○ 農地集積・集約化と農地の確保
（⼈・農地プランの実質化、農地中間管理機構のフル稼働 等）

○ 農業経営の安定化
（収⼊保険制度や経営所得安定対策等の着実な推進 等）

○ 農業⽣産基盤整備
（農業の成⻑産業化と国⼟強靱化に向けた基盤整備）

○ 需要構造等の変化に対応した⽣産基盤の強化と
流通・加⼯構造の合理化

（品⽬別対策、農作業等安全対策の展開 等）
○ 農業⽣産・流通現場のイノベーションの促進

（スマート農業の加速化、デジタル技術の活⽤推進 等）
○ 環境政策の推進

（気候変動への対応、有機農業の推進、⾃然循環機能の維持増進 等）

○ 新たな価値の創出による需要の開拓
○ グローバルマーケットの戦略的な開拓

（農林⽔産物・⾷品の輸出額︓5兆円を⽬指す(2030))
○ 消費者と⾷・農とのつながりの深化
○ ⾷品の安全確保と消費者の信頼の確保
○ ⾷料供給のリスクを⾒据えた総合的な⾷料安全保障の

確⽴
○ TPP等新たな国際環境への対応、今後の国際交渉への

戦略的な対応

２. 農業の持続的な発展

３. 農村の振興

講ずべき施策

４. 東⽇本⼤震災からの復旧・復興と⼤規模⾃然災害への対応

５. 団体に関する施策
６. ⾷と農に関する国⺠運動の展開等を通じた国⺠的

合意の形成

１. ⾷料の安定供給の確保

施策推進の基本的な視点

【⽣産額ベース】 66％ (2018) → 75％ (2030)

7. 新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症への
対応

○ ⾷料・農業・農村基本法（平成11年7⽉制定）に基づき策定
○ 今後10年程度先までの施策の⽅向性等を⽰す、農政の中⻑期的な
ビジョン

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
※ おおむね5年ごとに⾒直し

国内外の環境変化

⽣産基盤の脆弱化
農業就業者数や農地⾯積の⼤幅な減少

①国内市場の縮⼩と海外市場の拡⼤
・⼈⼝減少、消費者ニーズの多様化

②TPP11、⽇⽶貿易協定等の新たな国際環境
③頻発する⼤規模⾃然災害、新たな感染症
④CSF(豚熱)の発⽣・ASF(アフリカ豚熱)への対応

農政改⾰の着実な進展
農林⽔産物・⾷品輸出額
4,497億円(2012) → 9,121億円(2019)

⽣産農業所得 2.8兆円(2014) → 3.5兆円(2018)
若者の新規就農
18,800⼈/年(09〜13平均）→ 21,400⼈/年(14〜18平均)

＜⽣産努⼒⽬標＞
課題が解決された場合に、
主要品⽬ごとに2030年に
おける実現可能な国内の
農業⽣産の⽔準を設定

(経済活動の状況を評価)

【基本計画と併せて策定】
農地の⾒通しと確保

(2030) 
⾒通し︓414万ha
すう勢︓392万ha

農業構造の展望
(2030) 

展 望︓140万⼈
すう勢︓131万⼈

(2015)
208万⼈

農業経営の展望
① 37の経営モデルを提⽰
② ⼩規模でも安定的な経営を⾏い農地

維持等に寄与する事例を提⽰

（農業労働⼒の⾒通し）

※これまでの傾向が続いた場合

※施策を講じない場合

(2019) 
439.7万ha

〜 我が国の⾷と活⼒ある農業・農村を次の世代につなぐために 〜〜 我が国の⾷と活⼒ある農業・農村を次の世代につなぐために 〜

これまでの⾷料・農業・農村基本計画

施策の推進に必要な事項
①国⺠視点・現場主義に⽴脚、②EBPMの推進・「プロジェクト⽅式」による進捗管理、③効果的・効率的な施策の推進、 ④⾏政⼿続のデジタルトランスフォーメーション、
⑤幅広い関係者・関係府省との連携、⑥SDGsに貢献する環境に配慮した施策の推進、⑦財政措置の効率的・重点的運⽤ 38



農村の振興

● 農業の⽣産性の向上等
（⾷料⾃給率・⾷料⾃給⼒の維持向上）

⾷料の安定供給の確保
● 国⼟の保全、⽔源のかん養、⾃然環境の保全、良好な景観

の形成、⽂化の伝承等

多⾯的機能の⼗分な発揮

① 農業の成⻑産業化に向けた
農業⽣産基盤整備

 農地の集積・集約化や⽣産コストの削減を図るため、
農地の⼤区画化等を推進

 産地の収益⼒の向上を図るため、⽔⽥の汎⽤化や畑
地化、畑地や樹園地の⾼機能化を推進

 ⾃動⾛⾏農機やICT⽔管理等の営農の省⼒化等に資
する技術の活⽤を可能にする農業⽣産基盤の整備を
展開

基本法の⽬的

連 動

国⺠⽣活の安定向上及び国⺠経済の健全な発展を図る

② 農業⽔利施設の
戦略的な保全管理

 施設を⻑寿命化し、ライフサイクルコストを低減す
る戦略的な保全管理を推進

 農業⽔利施設の更新時に、施設の集約や再編、統廃
合等によるストックの適正化を推進

 施設の点検等を省⼒化・⾼度化するため、ロボット
やAI等の利⽤に関する研究開発や実証調査を推進

③ 農業・農村の強靱化に向けた
防災・減災対策

 安定した農業経営や農村の安全な暮らしを実現するため、
耐震化等のハード対策とハザードマップの作成等のソフ
ト対策を適切に組み合わせて推進

 ため池については、優先度が⾼いため池から、ハザード
マップの作成や、堤体の改修・廃⽌等を着実に推進

④ 農業・農村の構造の変化等を踏まえた⼟地改良区の体制強化

国⺠が農業・農村に
期待する役割

下⽀え下⽀え

（１）地域資源を活⽤した所得と雇⽤機会の確保 （２）中⼭間地域等をはじめとする農村に
⼈が住み続けるための条件整備

（３）農村を⽀える新たな動きや活⼒の創出

(５) 農業の成⻑産業化や国⼟強靱化に資する農業⽣産基盤整備

農業の持続的な発展

新たな⾷料・農業・農村基本計画における農業農村整備事業の位置付け
○ 農業⽣産基盤の整備は、良好な営農条件を備えた農地・農業⽤⽔の確保と有効利⽤を通じて、農業

の持続的な発展に寄与するとともに、持続可能で活⼒ある地域経済社会を実現することで農村の振興に
も寄与。

○ 農業の持続的発展と農村の振興により、⾷料の安定供給の確保と多⾯的機能の⼗分な発揮が図られる。

 農業⽣産を⽀える⽔路、ほ場等の総合的な基盤整備
と、⽣産・販売施設等との⼀体的な整備を推進  農業⽣産基盤の総合的な整備、農業⽔利施設の安

全対策を推進

 世界かんがい遺産施設等について、国⺠の認知向
上に取組む
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○ 「国⼟強靱化基本計画」は、強くしなやかな国⺠⽣活の実現を図るための防災・減災等に資する国⼟強
靱化法に基づく計画で、国⼟強靱化に係る他の計画等の指針となるもの。

○ 農林⽔産分野では、農業⽔利施設等の⻑寿命化等を推進するとともに、廃⽌も含めたため池の総合的
な対策を推進。

国⼟強靱化基本計画（平成26 年６⽉３⽇閣議決定、平成30 年12 ⽉14 ⽇変更）

はじめに
（前略）

本計画における取組はおおむね計画どおりに進捗し
たと評価できる⼀⽅、⼤規模地震の発⽣確率の増加、
異常気象の頻発・激甚化等を踏まえれば、我が国にお
いて国⼟強靱化の取組は引き続き喫緊の課題である。

近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢
の変化等を踏まえて、ここに本計画を⾒直し、その歩
みの加速化・深化を図ることとする。

また、南海トラフ地震、⾸都直下地震等によって国
家的危機が実際に発⽣した際に我が国が⼗分な強靱性
を発揮できるよう、本計画を基本として国の他の計画
等関係する国の計画等の必要な⾒直しを進めることに
より国⼟強靱化に関する施策を策定・推進し、政府⼀
丸となって強靱な国づくりを計画的に進めていくこと
とする。

国⼟強靱化基本計画

第３章 国⼟強靱化の推進⽅針
２ 施策分野ごとの国⼟強靱化の推進⽅針

（９）農林⽔産
【略】
○ 農⼭漁村における⼈命・財産の保護、⼆次被害の防⽌・軽減を図る
ため、農業⽔利施設等の⻑寿命化等の推進、森林の整備・保全、脆弱
な地質地帯における⼭腹崩壊等対策や巨⽯対策、総合的な流⽊対策の
推進、漁港・漁村の防災機能の強化、廃⽌も含めたため池の総合的な
対策の推進、ハザードマップの作成・周知、施設管理者のBCP 作成
など、ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策を関係
機関が連携して強化する。

【略】
○ ⼈⼝の減少や⾼齢化等により、地域の共同活動等による農地・農業
⽔利施設、森林等の保全管理が困難となり、地域防災⼒・活動⼒の低
下が懸念されるため、地域の主体性・協働⼒を活かした地域コミュニ
ティ等による地域資源の保全管理を進めつつ、災害時には⾃⽴的な防
災・復旧活動の機能を最⼤限活⽤できるよう体制整備を推進する。ま
た、地域資源を活⽤した都市と農村の交流等により地域コミュニティ
の維持・活性化を促進する。
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○ 農林⽔産業全般にわたる改⾰を進め、農林⽔産業を成⻑産業にしつつ、美しく伝統ある農⼭漁村を次
世代に継承し、⾷料安全保障の確⽴を図ることで農林⽔産業を活性化。

○ スマート農業の実現等による競争⼒強化の加速、⼟地改良事業による農地の⼤区画化や汎⽤化・畑地
化の推進、中⼭間地域の収益⼒の強化を図る。

○ さらに、「防災・減災、国⼟強靱化のための３か年緊急対策」を実施し、取組を加速。

経済財政運営と改⾰の基本⽅針2019（令和元年６⽉21⽇閣議決定）

第２章 Society5.0時代にふさわしい仕組みづくり
３．地⽅創⽣の推進
（２）地域産業の活性化

②農林⽔産業の活性化
農林⽔産業全般にわたる改⾰を⼒強く進め、農林⽔産業を成⻑産業にし

つつ、美しく伝統ある農⼭漁村を次世代に継承し、⾷料安全保障の確⽴
を図る。
農業者の所得向上を図るため、農業者が⾃由に経営展開できる環境の整

備と⾃らの努⼒では解決できない構造的な問題を解決していく。「農業
新技術の現場実装推進プログラム」に基づき、制度的課題への対応も含
めた技術実装の推進によるスマート農業の実現等により競争⼒強化を更
に加速させる。農地中間管理機構中⼼の集積体制を確⽴しつつ、⼈・農
地プランの実質化等により、農地の集積・集約化を推進する。⼟地改良
事業により農地の⼤区画化や汎⽤化・畑地化を進める。中⼭間地域の収
益⼒を強化する。農協改⾰を着実に実施するとともに、農業経営体が⾃
らの判断で作物を選択できるよう⽶政策改⾰の定着も進める。⼟づくり
に役⽴つ肥料⽣産等が進むよう、肥料に関する法制度の⾒直しを早期に
⾏う。国際⽔準の有機農業を推進する。

第１章 現下の⽇本経済
３．東⽇本⼤震災等からの復興
（２）近年の⾃然災害からの復興、防災・減

災・国⼟強靱化の加速
（前略）
これら近年の⾃然災害を教訓とし、災害に強

くてしなやかな国づくりを進めるため、「防
災・減災、国⼟強靱化のための３か年緊急対
策」を実施し、防災・減災対策、国⼟強靱化
の取組を加速させる。

経済財政運営と改⾰の基本⽅針2019（⾻太⽅針）
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◯ 農業者や農村の⼈⼝が減少する中、農業・農村を維持・発展させていくため、農業の競争⼒強化を図
ることで、⼈⼝減少下においても⼒強い農業を実現。

○ ⼟地改良事業では、農業競争⼒の強化を図るとともに、ため池や農業⽔利施設等の強靱化対策を緊急
に実施するとともに、スマート農業を推進。

○ ため池については、データベース化を進めるとともに、ため池管理者等へ情報提供する体制を整備。

成⻑戦略フォローアップ（令和元年６⽉21⽇閣議決定）

７．農林⽔産業全体にわたる改⾰とスマート農林⽔産業の実現
（２）新たに講ずべき具体的施策

我が国の農林⽔産分野の従事者や農⼭漁村における⼈⼝が減少する中、農林⽔産業の⽣産や
農⼭漁村を維持・発展させていくためには、ICT等の先端技術を活⽤するとともに、新たな農
業構造を構築し、農⼭漁村に必要な⼈材の育成・派遣等を⾏っていかなければならない。（中
略）このための改⾰を強⼒に進めることにより、農林⽔産業の競争⼒強化の加速化を図り、⼈
⼝減少下においても、⼒強い農林⽔産業の実現を図る。

ⅰ）農業改⾰の加速
① ⽣産現場の強化

イ）農地の集積・集約化と⼟づくりの推進
・⼟地改良事業について、コスト低減を図りつつ、他事業との連携を進め、農地の⼤区画
化や汎⽤化など農業競争⼒の強化を図るとともに、ため池や農業⽔利施設等の強靱化対策
を緊急に実施する。

③ スマート農業の推進
ウ）環境整備
・⾃動⾛⾏農機やICT⽔管理等のスマート農業に対応した農業農村整備の展開に向けた検
討・開発を進めるとともに、情報ネットワーク環境整備に向け取り組む。

・中⼭間地におけるスマート農業の実現を念頭に置いた農場の整備や、果樹農業等の特性に
応じた環境の整備を図る。

Ⅰ．Society5.0の実現
６．次世代インフラ
（２）新たに講ずべき具体的

施策
ⅰ）インフラの⽣産性向上、

防災・交通・物流・都
市の課題解決

② 防災、災害対応
・戦略的イノベーション創
造プログラムで開発した
システムを⽤いて、全国
のため池のデータベース
化、維持管理情報や⽔位
計データを共有化し、⾃
治体、ため池管理者へ危
機管理情報を提供するた
めの体制を2019年度中に
構築する。

Ⅲ ⼈⼝減少下での地⽅施策の強化

成⻑戦略実⾏計画・成⻑戦略フォローアップ
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